
 

 

 

日時  平成２９（201７）年 ４月 １８日（火）1８：00～2０：00 

 

場所  小金井市役所第二庁舎８階８０１会議室 

 

 

次第 

 

 

１．報告事項 

  報告１ 第３回検討会議について ・・・資料 検４－１ 

  報告２ 第４回協議会の報告 ・・・資料 検４－２ 

  報告３ 第２回市外施設の見学会について ・・・資料 検４－３ 

 

 

２．協議事項 

  議題１ 第３回検討会議でのご意見等の整理 ・・・資料 検４－４ 

  議題２ 主要機器設備形式の検討 ・・・資料 検４－５ 

  議題３ 公害防止計画の検討 ・・・資料 検４－６ 

 

 

 

３．その他 

① 第３回検討会議要点録の確認について 

② 次回開催候補日  月  日（ ） 

 

清掃関連施設整備基本計画検討会議（第４回） 



資料番号 検４－１ 
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第３回検討会議について 

清掃関連施設整備基本計画検討会議（平成２９年２月２７日） 

 

議事 

１．報告事項 

報告１ 第２回検討会議について 

資料１により説明。 

報告２ 第３回協議会の報告 

 資料２により説明。 

報告３ 市外施設の見学会について 

 資料３により説明。 

 

 

２．協議事項 

   協議１ 第２回検討会議でのご意見等の整理 

    資料４により説明。 

   協議２ 清掃関連施設整備基本計画中間報告書（素案）について 

    資料５により説明。 

 

 

３．その他 
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第４回協議会の報告 

第４回協議会が開催された。 

中間処理場運営協議会（平成２９年３月２３日） 

二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会（平成２９年３月２４日、４月１１日） 

 

協議内容（２地区共通） 

中間処理場運営協議会では、第 3回協議会、第 3回検討会議の報告が行われ

た後、前回協議会での意見等の整理、2つの候補地への配置案について、資料

の説明、意見交換が行われた。 

二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会では、議題１の協議のために追加の協議

会も開催し、意見交換が行われた。 

 

当日配布資料（２地区共通） 

次第 

資料１ 「第３回協議会について」 

資料２ 「第３回検討会議の報告」 

資料３ 「第３回協議会でのご意見等の整理」 

資料４ 「施設整備計画について 

処理施設の組み合わせ及び処理工程の検討（ステップ１・２）」 

資料５ 「市外施設の見学会について」 

 

 

第５回協議会開催予定 

中間処理場運営協議会 ５月１１日（木） 

二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会 ５月１２日（金） 

 

本検討会議に関する報告のため資料は省略 

第３回検討会議 資料２と同内容のため資料は省略 

本検討会議の資料 検４－３と重複するため資

料は省略 
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第３回協議会でのご意見等の整理 

報告４ 市外施設の見学会について 

他市のごみ処理の現状について（二枚橋） 

意見 （委員） 
調布市の現状について、処理工程や建築面積などを教

えてもらいたい。 

議論 
（事務局） 

 
次回までに調べる。 

まとめ  － 

 

施設稼働後について（二枚橋） 

意見 
（委員） 

 

今後、施設稼働後にも住民の声を聞く場をつくる考え

はあるのか。 

議論 

（事務局） 

 

 

 

ごみを処理する施設であるため、さまざまな要望、ご

意見をいただく可能性がある。現時点では稼働後も運

営協議会のようなものはつくりたいと考えている。 

まとめ  － 

 

障がい者雇用について（二枚橋） 

意見 
（委員） 

 

小金井市では障がい者雇用はどうなっているのか。ま

た新施設においてもそういう方たちを雇用する意向

はあるのか。 

議論 

（事務局） 

 

 

現時点においても空き缶・古紙等処理場では、障がい

をお持ちの方も働いている。新施設においても業務委

託等の仕様書の中に盛り込むことも可能であり、法に

基づいた形でお願いしていくことになる。 

まとめ  － 

 

資料３ 
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二枚橋焼却場跡地の車両の出入に関する調布市との調整について（二枚橋） 

意見 
（委員） 

 

隣接する調布市と、例えば時間、曜日の調整などはど

のように考えているのか。 

議論 
（事務局） 

 
今後、調布市と調整する用意はある。 

まとめ  － 

 

 

議題１ 第２回協議会でのご意見等の整理 

・対象となる候補地の選定経緯 

再配置候補地の選定に関する情報について（貫井北町） 

意見 
（委員） 

 

東小金井のＪＲ貨物駅跡は候補地に入れられないの

か。 

議論 

（事務局） 

 

 

東小金井駅北口まちづくり事業用地については区画

が分散しているため、今回の検討の段階では除外し

た。資料を次回提出する。 

まとめ  

『東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画

（概要版）平成 25 年 3 月 小金井市』（資料３－別

紙１）にまとめられている。 

 

再配置候補地の選定に関する情報について（貫井北町） 

意見 
（委員） 

 

市庁舎建設予定地にも何らかのごみ処理施設の設置

について、引き続き検討していただきたい。 

議論 
（事務局） 

 

意見は受け止め、庁舎建設の計画の中では、発言して

いきたい。 

まとめ  － 
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再配置候補地の選定に関する情報について（二枚橋） 

意見 
（委員） 

 

平成28年7月20日のごみ総合対策推進本部におい

て、貫井北町と二枚橋焼却場跡地を候補地として諮る

までの間の検討経緯を示してもらいたい。 

議論 
（事務局） 

 

ごみ総合対策推進本部の会議録は次回にお示しする。 

また環境部・ごみ対策課が平成 28年 7月 20日以前

にどういうプロセスを経て結論に至ったのかという

点について、資料として次回にお示しする。 

まとめ  検討の過程等を「資料３－別紙３」のとおり整理した。 

 

前回、第３回協議会からの継続回答 

議題１ 対象となる候補地の選定経緯について 

国有地・都有地について 

意見 （委員） 国有地や都有地について、交渉が必要ではないか。 

議論 （事務局） 
国有地と都有地については、それぞれ打診し、次回状

況を報告する。 

まとめ  
国有地、都有地に関する状況報告を「資料３－別紙２」

のとおり整理した。 

 

 

議題２ 施設整備計画について 

・どちらの候補地にどの施設を整備するかについて（ステップ３） 

災害廃棄物一時保管場所について（貫井北町） 

意見 
（委員） 

 

災害廃棄物一時保管場所について、公園の一部を使う

などは考えていないのか。 

議論 

（事務局） 

  

 

 

地域防災計画では中間処理場とリサイクル事業所の2

か所が指定されている。地域安全課とも意見交換しな

がら今後検討していく。 

まとめ  － 
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地下の利用について（貫井北町） 

意見 （委員） 地下の利用は考えているか。 

議論 （事務局） 

一般的に地下に施設を作ると建設費が高くなる。その

ため、費用対効果等を考慮し、地下に処理施設を作る

ということは考えていない。 

また地下に設ける場合にはスロープが必要となり、そ

の部分で必要となる敷地の規模も変わってくる。 

まとめ  － 

 

処理のあり方の変更について（二枚橋） 

意見 （委員） 
各品目の処理のあり方について、現状と今後どうした

いのかを整理してはどうか。 

議論 （事務局） 

処理のあり方を見直したいと考えているのはステッ

プ２で示している燃やさないごみだけである。その

他、市で処理施設を持っていないびんについてはお示

ししている提案に含んでいる。 

まとめ  資料４のとおり整理した。 

 

環境負荷と労働安全について（二枚橋） 

意見 （委員） 

ごみ処理が将来的にどうなっていくか、10 年後を見

越して、中間処理施設の面積なり必要な建築物を見据

えてもらいたい。 

また単なる環境負荷だけではなく、労働安全面も疎か

にしないでもらいたい。 

議論 （事務局） 

障がい者の方々の働ける場所の提供を前提として考

え、今の狭い環境では難しく、新施設はそのような部

分にも配慮しながら建設しなければならないと考え

ている。 

まとめ  － 
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資料３－別紙1 
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国有地、都有地に関する状況報告  

 

①国有地（上水公園） 

→所管部署（関東財務局） 

平成 29年 2月 17日に状況説明した。 

現状の公園用地として活用する場合は無償であるが、中間処理施設として活用

する場合は不動産鑑定等に基づいた価格で取得が必要との説明であった。 

また、取得に当たっては、使用用途を明確にした上での協議の結果となる。 

→市所管部署（生涯学習部生涯学習課） 

上水公園を廃止することになるのであれば、グラウンド機能等についての代替

施設の検討が必要となる。 

 

②都有地（都立公園） 

→所管部署（東京都建設局公園緑地部公園課） 

平成２９年２月７日に状況説明し、地元要望を伝えた。 

都からは、都市計画公園に関する方針と都市計画法について説明があった。 

・現状、都では人口当たりの公園面積の比率を上げる方針を維持しており、廃

園予定はない。 

・小金井市内の都市公園は、都市計画法に基づく都市施設として整備されてい

るため、ごみ処理施設としての使用はできない。また占有施設としての対象

にもならないことから、都市計画の変更をせずに使用できることはない。都

市計画事業はその役割を担い、法的に安定させるために都市計画決定してい

る施設であることから、都市計画を変更するためには、特定の場所を候補地

とすることについて、他に選りがたい理由が明確でなければならない。 

本市からは、継続して協議相談を依頼した。 

 

  

資料３－別紙２ 
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施設整備計画について 
 

清掃関連施設としては、以下の 8つの施設を整備する計画となっています。 

①不燃・粗大ごみ処理施設 

②プラスチックごみ処理施設  

③リユース品展示販売所 

④びん処理施設  

⑤ペットボトル処理施設 

⑥空き缶処理施設 

⑦古紙・布ストックヤード 

⑧災害廃棄物一時保管場所 
 

清掃関連施設整備基本計画の策定に向けて処理施設の組み合わせ及び処理工

程を決定するにあたり、基本的に以下の方針で進めていくことを考えています。

（第 2回協議会で説明した内容を資料 4－別紙 1～3に添付しています。） 

 

■資源物 
 

〇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第 4条第 1項）」において、市

は一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するものと規定されて

いることから、市内で発生する一般廃棄物はできる限り市内で処理する。 

 

〇市内に一般廃棄物の民間処理許可業者が存在しない（資料４-３参照）

ため、市が処理施設を設置して処理する。 

 

処理対象物※1 現状 計画 

④びん 市内民間委託※2 市内処理 

⑤ペットボトル 市内処理（空缶・古紙等処理場）  

⑥空き缶   

⑦古紙・布 市内保管・積替え（一部市外） 市内保管・積替え 

※1：処理対象物の番号は各施設の番号に対応。 

※2：古紙、古繊維、くず鉄、空き瓶類の 4 品目を、その性質上、通常再生利用されるものという意味で

専ら再生利用の目的となる一般廃棄物、いわゆる「専ら物」という。 

専ら物のみの処分を業として行う者については一般廃棄物処理業の許可が不要。 

  

資料４ 
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■プラスチックごみ 
 

〇「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（第 6条

第 3項）」において、市は容器包装廃棄物の分別基準適合物の再商品化等

を促進するよう必要な措置を講ずることを求められていることから、市

内で発生する容器包装廃棄物はできる限り市内で処理する。 

 

〇プラスチックごみの一部として分別収集されるプラスチック製容器包装

はペットボトルと同様に再商品化するため、資源物と同じく市が処理施

設を設置して処理する。 

 
処理対象物※1 現状 計画 

②プラスチックごみ 
市外民間委託 

（中間処理場での積替えのみ） 
市内処理 

※1：処理対象物の番号は各施設の番号に対応。 

 

■不燃・粗大系ごみ 
 

〇市内処理と市外民間委託とは、市内・市外いずれにおいても環境的側面

及び社会・事業的側面で両者に大きな相違が見られないが、燃やさない

ごみ・粗大ごみを市内処理する施設は以下のような課題を有する。 

・破砕設備や選別設備などは、比較的建設コストが大きくなる。 

・設備の経年劣化に伴い修繕費などが大きくなる。 

・破砕設備などは騒音・振動発生源となりうる。 

・破砕設備などを設置した場合、「ごみ処理施設」として都市計画決定

の手続きが必要となり整備期間が長くなる。 など 

 

〇現在、市内の中間処理場で処理しているが、市内には積替え保管施設を

設置して市外の民間処理施設に中間処理を委託する。（資料４-１３参照） 

 
処理対象物※1 現状 計画 

①燃やさないごみ 市内処理（中間処理場） 市外民間委託（市内積替えのみ） 

①粗大ごみ  市外民間委託（市内一部手作業解体） 

※1：処理対象物の番号は各施設の番号に対応。 
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参考：多摩地域 民間一般廃棄物処理施設（破砕・不燃・資源ごみ） 

団体名 施設名 施設所在地 施設種類 処理能力 規模 竣工年月 

㈱大久保 多摩古紙センター昭島 昭島市武蔵野 2-9-33 圧縮 110t/日 110t×1 H12.4 

㈱グリーンハーモニー  清瀬市下清戸 3-23 破砕 50t/日 50t×1 H3.8 

武蔵村山資源㈲ リサイクルセンター 武蔵村山市伊奈平 2-29-1 圧縮・選別 20t/日 20t×1 H3.10 

加藤商事㈱  東村山市恩田町 1-12-3 圧縮・梱包 68.8/日 32t×2+4.8t H17.2 

青南建設㈱ 青梅工場 青梅市新町 6-8-7 破砕 1039t/日 378t＋661t H14.4 

㈱エコワスプラント 日の出リサイクルプラント 日の出町大字平井字三吉野下原3-1 破砕 157.9t/日 157.9t×1 H15.5 

㈲ケイハツ 中間処理工場 羽村市羽 4142-1 破砕 20.48t/日 20.48t×1 H13.1 

㈱加藤商事  瑞穂町長岡 3-5-15 破砕、圧縮・梱包 破砕 10.24t/日 

圧縮・梱包11.2t/日 

6.4t+2.8t+1.04t 

11.2t 

H17.5 

㈱リスト  国立市泉 1-8-3 破砕 52.6t/日 52.6t×1 H15.10 

比留間運送㈱  武蔵村山市伊奈平 3-25-5 破砕、圧縮・梱包、圧縮（溶融）（発酵） 294.2t/日 104+180+4.3+2.4+3.5t H8.6 

永和鉄鋼㈱ 第二工場 西多摩郡瑞穂町長岡3-4-20 破砕 112t/日 112t×1 H1.4 

㈲大進緑建  羽村市緑ヶ丘 3-6-4 破砕 38.2t/日 38.2t×1 H25.3 

㈲柳産業  国立市泉1-14-11 破砕 50.0t/日 50t×1 H3.2 

出典）東京都資料（平成 28年 8月 1 日現在） 
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施設整備検討フロー 

〇候補地の一方に処理施設を集約するのではなく、分散して施設を整備する方

針とします。 

〇施設整備計画の検討は次の３ステップに沿って検討していきます＜ステップ

１～３の検討フロー＞。 

 

本日はステップ１、ステップ２の方針を協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 地区のどちらの候補地にどの施設を設置するか検討 

 

 

 

不燃・粗大ごみの中間処理の工程について検討 

 

大きく 2通りの処理施設の組み合わせを作成し、 

より適切な組み合わせを検討 

ステップ 1 

組み合わせ 
パターン A 

組み合わせ 
パターン B 

市内での破砕・選別処理 未破砕での積替え 

ステップ 2 

ステップ 3 

中間処理場 

（貫井北町） 

二枚橋焼却場跡地 

（東町） 

本
日
協
議 

資料 4－別紙 1 
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処理施設の組み合わせの検討（ステップ１） 

ステップ１では、必要となる処理施設の組み合わせの検討をします。 

 

１.処理施設の面積と建築可能な面積の検討 

 候補地における概ねの建築可能面積については、敷地の諸条件を考慮すると

以下の通りです。 
 

〇中間処理場（貫井北町） 

建築可能面積 約 2,700 ㎡ （２階建ての延べ床面積：約 5,400 ㎡） 

敷地面積約 5,700 ㎡、建ぺい率 60％、容積率 200％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工場棟 

事務所棟 

市道の廃道により、
まとまった敷地を確
保 

シルバー人材センタ
ー事務所は移転予定 

敷地条件・課題図 

清掃関連施設整備範囲 
（建築可能範囲） 

緑地や駐車場の確保（緩衝エリア） 
 

現中間処理場は解体 

ＪＲ敷地の購入によ
り、まとまった敷地
を確保 

車両動線の確保 

工場棟 メタセコイヤ広場 事務所棟 

資料４－別紙2 
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〇二枚橋焼却場跡地 

建築可能面積 約 2,250 ㎡ （２階建ての延べ床面積：約 4,500 ㎡） 

敷地面積約 5,100 ㎡、建ぺい率 60％、容積率 200％, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地条件・課題図 

歩道状空地・緑地帯等の確保 

敷地北側付近は
敷地幅が狭いな
ど建物計画に制
約あり 

車両動線の確保 

清掃関連施設整備範囲 
（建築可能範囲） 

敷地を東から見る 



  

資料番号 検４－２ 

 

2-4-7 

〇各処理施設の面積 小金井市には以下の８つの処理施設の検討が必要となります。 

 ①不燃・粗大ごみ 

処理施設 

②プラスチックごみ

処理施設 

③リユース品展示 

販売所 

④びん処理施設 ⑤ペットボトル 

処理施設 

⑥空き缶処理施設 ⑦古紙・布 

ストックヤード 

⑧災害廃棄物 

一時保管場所 

イ
メ
ー
ジ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
破砕機 

（現中間処理場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手選別コンベア作業 

（民間処理施設） 

 

 

 

 

 
家具等販売所 

（現リサイクル事業所） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
家具等販売所 

（現リサイクル事業所） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選別後のびんのイメージ 

（民間処理施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圧縮後のペットボトル 

（現ペットボトル処理施設） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮後の空き缶 

（現空き缶処理施設） 

 

 

 

 

 

 
布ストックヤード 

（現ペットボトル処理施設） 

 

 

 

 

 

 
災害廃棄物一時保管場所 

（現リサイクル事業所前） 

処
理
の
流
れ 

収集・搬入 
 

破袋・選別 
不燃ごみは破袋された

後、破砕不適物等の選

別除去を行います。 

 
破砕 

粗大ごみ、選別後の不

燃ごみは破砕機により

破砕されます。 

 
選別 

破砕された処理物は機

械により鉄屑、アルミ

屑等に選別されます。 

 

保管・搬出 

一時保管後、リサイク

ル施設へ搬出します。 

収集・搬入 
 

選別 
容リ協会（※）不適合

品の手選別除去等を行

います。 

 
圧縮 

選別された適合品は機

械で圧縮され、梱包さ

れます。 

 
保管・搬出 

一時保管後、容リ協会

へ引き渡します。 

（不適合品は、リサイ

クル施設または焼却施

設に搬出します。） 

収集・搬入 
不燃・粗大ごみ破砕選

別処理施設などから持

ち込まれます。 

 

 

 
修繕 

家具等のリサイクル可

能な物品を修理しま

す。 

 
展示・販売 

修理された物品は施設

内の家具等販売所にて

販売されます。 

収集・搬入 
 

選別 
ガラスの色ごと（白、

茶、その他）に手選別

します。 

 

破砕 
 
 
 
 

保管・搬出 
一時保管後、有価物と

して売り払います。 

収集・搬入 
 

破袋・選別 
ペットボトルは破袋さ

れた後、異物の手選別

除去等を行います。 

 
圧縮 

選別されたペットボト

ルは機械で圧縮され、

梱包されます。 

 
保管・搬出 

一時保管後、容リ協会

へ引き渡します。 

収集・搬入 
 

選別 
異物等を手選別除去し

ます。 

 

 

選別・圧縮 
機械によりアルミとス

チールに選別し、圧縮

して塊をつくります。 

 

保管・搬出 
一時保管後、有価物と

して売り払います。 

収集・搬入 
 

保管 
収集された古紙等はス

トックヤードに一時保

管します。 

 
搬出 

一時保管後、有価物と

して売り払います。 

大規模災害時以外にお

いては、他の目的に利

用可能です。 

延
床

面
積 

約 2,700 ㎡ 

（現施設約 1810㎡） 

約 2,800 ㎡ 

 

約 500 ㎡ 

（現施設約 390㎡） 

約 600 ㎡ 

 

約 600 ㎡ 

（現施設約 360㎡） 

約 500 ㎡ 

（現施設約 260㎡） 

約 100 ㎡ 

 
- 

これらの処理施設は候補地の一方だけには収まらないため、分散して配置する必要があります。（2階建て延床面積の上限は、中間処理場約 5,400㎡、二枚橋焼却場跡地約 4,500㎡） 

※容リ協会とは、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会を示す。 



資料番号 検４－２ 

 

2-4-8 

 

２.相関性の高い処理施設の組み合わせについての検討 

効率の良いごみ処理施設とするため、以下の８つの検討処理施設の内、処理・

選別工程として相関性が高い処理施設は一か所にまとめた組み合わせを検討し

ます。 

 

８つの検討処理施設 

①不燃・粗大ごみ処理施設 ②プラスチック処理施設 

③リユース品展示販売所 ④びん処理施設 

⑤ペットボトル処理施設 ⑥空き缶処理施設 

⑦古紙・布ストックヤード ⑧災害廃棄物一時保管場所 

 

Ａ.不燃・粗大ごみ 

①、③については、粗大ごみを扱う施設となります。 

①不燃・粗大ごみ処理施設 

修理等を行うことにより製品として

使用可能なものが含まれている場合、

選別しリユース品となる可能性があ

ります。 

③リユース品展示販売所 

資源物として回収されたものや、不

燃・粗大ごみ破砕選別処理施設などか

ら持ち込まれます。 

 

 

①、③を同一敷地内にまとめることにより以下のメリットが考えられます。 

 ・両施設間の効率的運営を図ることができます。 

 ・市民の粗大ごみの持ち込みについて、検討が可能になります。 

 

 

よって、①不燃・粗大ごみ処理施設、③リユース品展示販売所は、まとめて整

備することがより効果的と考えられます。 
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Ｂ.機械処理及び手選別を行うごみ 

②、④、⑤、⑥については、機械処理及び手選別を行う施設となります。 

②プラスチック処理施設 
容リ協会不適合品の手選別除去等を

行います。 

④びん処理施設 
ガラスの色ごとに目視により（白、茶、

その他）に手選別します。 

⑤ペットボトル処理施設 

破袋したペットボトルのキャップの

取り外し、異物の手選別除去等を行い

ます。 

⑥空き缶処理施設 異物の手選別除去等を行います。 

 

 

②、④、⑤、⑥を同一敷地内にまとめることにより以下のメリットが考えられ

ます。 

 ・手選別ラインの一部共用化を検討することができます。 

 ・作業員の応援体制の構築が容易となります。 

 

 

よって、②プラスチック処理施設、④びん処理施設、⑤ペットボトル処理施

設、⑥空き缶処理施設は、まとめて整備することがより効率的と考えられます。 

 

 

Ｃ.その他 

⑦古紙・布については、一時保管のためのストックヤードが確保可能であれば、

Ａ，Ｂのどちらのグループに合わせて整備することも可能です。 

 

 

Ｄ.両候補地に配置 

⑧災害廃棄物一時保管場所については、市内に十分な面積を確保する必要があ

り、複数箇所整備することが望ましいと考えます。なお、通常時は駐車スペー

ス等、他の目的の活用の検討が可能です。 
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相関性の高い処理施設の組み合わせのまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ.不燃・粗大ごみ Ｂ. 機械処理及び手選別

を行うごみ 

①不燃・粗大ごみ処理施設 

③リユース品展示販売所 

②プラスチック処理施設 

④びん処理施設 

⑤ペットボトル処理施設 

⑥空き缶処理施設 

Ｄ.両候補地に配置 

⑧災害廃棄物一時保管場所 

Ｃ.その他 

（どちらかの候補地に配置） 

⑦古紙・布ストックヤード 

対象敷地２ 対象敷地１ 

Ｄ.両候補地に配置 

⑧災害廃棄物一時保管場所 
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不燃・粗大ごみの中間処理の工程の検討（ステップ２） 

 

 

 

１．不燃・粗大ごみの処理フローについて 

〇現在市では、不燃・粗大ごみを破砕・選別まで中間処理場で行っています。 

〇新しい処理施設を整備するにあたっては、小型家電や処理困難物について簡

易な選別のみを行う不燃ごみ積替え施設と粗大ごみの手作業による解体施

設のみを市内に整備し、残りの処理を市外の民間処理施設に委託するという

考え方もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4－別紙 3 

民間が行う範囲 

市が行う範囲 

収集・運搬 

破砕・選別・一時保管 

最終処理 

再資源化 

民間が行う範囲 

市が行う範囲 

収集・運搬 

不燃ごみの積替え 

粗大ごみの手作業による解体 

一時保管 

最終処理 

再資源化 

 現在の不燃・粗大ごみの処理工程   検討する不燃・粗大ごみの処理工程  

ステップ 2では、不燃・粗大ごみの中間処理の民間委託について検討します。 

 市内に整備する新施設で行う中間処理工程 

市外へ 市外へ 
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２．中間処理工程を民間に委託する場合との比較 

〇不燃・粗大ごみの中間処理工程を現状通り破砕・選別するか、もしくは不燃

ごみを積み替え・粗大ごみを手作業で解体するか、この両者について、環境

的側面及び社会・事業的側面において比較検討を行いました。 

〇環境的側面では、施設内での作業や処理工程に伴う騒音・振動や、収集運搬

車両台数の変動に伴う大気・騒音・振動等への周辺環境への影響が懸念され

ますが、いずれの中間処理工程においても、建屋内における作業であること

や、収集運搬台数にも大きな変動がないことから、両者において大きな相違

はないと考えられます。 

〇社会・事業的側面では、都市計画決定手続き、建設・処理及び維持管理コス

ト等において両者に相違が見られる可能性があります。 

特に、現状の中間処理場の工程と同様の破砕・選別を行う場合には、「ごみ

処理施設」としての都市計画決定が必要となるため、その手続きを行う場合

に一定期間を要する可能性があります。 

一方、多くの処理工程を民間委託する場合には、民間委託先の確保が重要と

なってきますが、現状で複数社の民間委託先を想定できていることから、リ

スク回避の対応は可能と考えています。 

 

 

 

総論としては、環境的側面及び社会・事業的側面において、両者に大きな

相違が見られないことから、「小型家電や処理困難物について簡易な選別

のみを行う不燃ごみ積替え施設と粗大ごみの手作業による解体施設のみ

を市内に整備する」ことが、現時点ではより効率性が高いと考えます。 
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市外施設の見学会について 

1.  狛江市 ビン・缶リサイクルセンター見学会 

■開催日 平成 29年 3月 13日（月） 二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会 

 平成 29年 3月 17日（金） 中間処理場運営協議会 

■視察先 狛江市 ビン・缶リサイクルセンター 

■参加者 二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会委員 他周辺自治会等住民 3名 

 中間処理場運営協議会委員 他周辺自治会等住民 13名 

 

多摩地域の資源化等施設で、住宅地域において約 20年間稼働している狛江市ビン・缶リサイク

ルセンターの見学会を開催した。 

 

■二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会、中間処理場運営協議会 

ビン・缶リサイクルセンター（建築面積 1,006m2）の周辺の状況，騒音・臭気対策に配慮した建

物などを見学した。 

 

項目 内容 

施設整備までの経緯 ・平成 3年 12月に「狛江市一般廃棄物基本計画策定委員会」を設置して用地選定を

検討し直し、平成 4年 12月に現在の場所を選定した。委員会は、専門部会（学識

経験者ら 6名）、市民部会（一般市民を含めた関係者 12名）、拡大委員（周辺住民

5名）を中心に構成され、市民部会は 24回開催した。 

周辺への環境対策 ・設置から約 20年を経過した施設であるが，近隣の住宅地や保育園など周辺環境に

対する配慮として主に以下のような対策を講じている。 

遮音対策：鉄筋コンクリート造壁厚 15cm、二重防音シャッターを設置。 

吸音対策：壁に防音材・吸音材（木毛セメント板・グラスウール）を使用。 

防臭対策：活性炭脱臭装置を設置し，活性炭等を定期的に交換して機能を維持。 

雨水利用：雨水貯留槽を設置して作業スペースの洗浄に利用。 

自然採光：採光性に優れたトップライトを使用。 

周辺環境等への配慮：建物を敷地境界線から 5m程度セットバック（後退）し、 

その間を緑化している。 

容器包装リサイクル ・日本容器包装リサイクル協会の分別基準適合物の引き取り実施基準では、原則、

「10t車 1台程度を単位」となっているが、大型車両による搬出ができないため、

指定法人ルートではなく、認定された再商品化事業者に独自に委託している。 

処理経費・売払収入 ・処理施設に係る費用は約 5,000 万円/年（平成 28 年度予算：施設修繕費 272.2 万

円＋建物維持管理費 1,290.3万円＋工場運転管理費 2,955.3万円＋その他 150.0万

円）で、ビン・缶・ペットボトルの売り払い収入は約 1,080 万円/年（平成 28 年

度予算）となっている。 

作業時間 ・9時頃から作業を開始し、15時 30分頃に終了している。適宜休憩を挟んでおり、

交代勤務ではない。 

その他感想 ・施設周辺の状況に配慮されており、住宅街に溶け込んでいる印象を受けた。 

・びんや缶の収集にコンテナを使用し、袋利用が少ないのはとてもよい。 

・現場での作業を見ると、普段何気なくごみを出していることについて配慮が必要

だと気付く。見学者が増えるような施設設計が必要と感じた。 

・建物の中と外で、音と臭いがまったく違うことに驚いた。 
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 ペットボトル圧縮機 缶受入ホッパ、選別・圧縮機 

 

  
 スプレー缶等保管コンテナ 搬入出状況 

 

   
 二重防音シャッター 見学者通路 
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2. 東村山市 秋水園見学会 

■開催日 平成 29年 4月 13日（木）10～11時 

■視察先 東村山市 秋水園 

■参加者 中間処理場運営協議会 10名 

 二枚橋焼却場跡地周辺自治会等協議会 3名 

 

多摩地域の資源化等施設のうち、近時に設置された東村山市秋水園の見学会を開催した。 

 

秋水園リサイクルセンター（建築面積 2,194m2）、粗大ごみ処理棟（建築面積 218m2）などを見

学した。 

 

項目 内容 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

・受入ヤードで資源物など取り除く粗選別した後、ホイールローダーで車両に積み込み、民間事業

者に運搬及び処理をそれぞれ委託している。 

・可燃性の粗大ごみはパッカー車で破砕後、秋水園内のごみ焼却処理施設に搬入している。 

・粗大ごみは、予約収集又は市民が直接持ち込む形を取っている。市民により持ちこまれた粗大ご

みは搬入車両の重量の差を計量して料金を徴収する。 

資源物 ・以前はびん・缶を平ボディトラックでコンテナ収集していたが、車両台数を削減するため、現在

は同じ袋に入れてパッカー車で混合収集している。（混合収集により缶が緩衝材となりうるかを

事前調査で確認して変更。） 

・以前は別々のラインで処理していたびん・缶を、現在は同一ラインに集約化し処理している。 

・数は少ないが、生きびん・一升びんは手で選別している。 

・びん・缶はパッカー車から受入ホッパに直接荷下ろしして破除袋機を通した後、スチール缶、ア

ルミ缶を機械選別、びん（白・茶・その他）に手選別している。 

・蛍光灯などの有害物はびん・缶とは別の袋に入れて同じパッカー車（荷台）で収集し、蛍光管破

砕機で処理・保管、その後民間事業者で処理している。 

・ペットボトルと容器包装プラスチックは市内の民間事業者で処理し、その後日本容器包装リサイ

クル協会へ引き渡している。 

その他 ・施設の天井高は、大型車両の搬入出や、場内で作業する重機の作業環境を考慮して設計されて

いる。 

・施設内で発生する粉じん・臭気は、集じん装置・活性炭により捕集され外部に放出しているた

め、周辺地域の環境にも配慮した施設としている。加えて、室内を負圧となるようにコントロ

ールし粉塵・臭気が外部へ漏れるのを防いでいる。 

・屋上には出力10kWの太陽光発電システムと太陽光温水器を設置し、発電された電力および温

水は施設内に還元している。 

・資源物は東村山市シルバー人材センター、粗大ごみは東村山市直営で運営している。 

・とんぼ工房では粗大ごみからの家具などの再生、木工教室などを行っている。 

 

   

 不燃ごみ受入ヤード びん・缶、破砕不適物等受入ヤード 
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 資源物受入ホッパ 蛍光管処理室 
 

   
 破除袋機 手選別コンベヤ 1（スプレー缶・リターナブルびん） 
 

   
 缶類アルミ選別機 手選別コンベヤ 2（びん） 
 

   
 金属圧縮機・カレットストックヤード 
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第３回検討会議でのご意見等の整理 

 

議題２ 清掃関連施設整備基本計画中間報告書（素案）について 

・清掃関連施設整備の検討 

施設整備にあたっての基本方針について 

意見 

（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全安心の確保について、安心のことが欠如してい

るのではないか。 

・災害についても考えてもらいたい。 

・安全安心の確保というのは誰に向かってどういうメ

ッセージで言っているのか分からない。 

・機械処理の安全というのは確保できるかもしれない

が、臭いや音といった生活に対する安心をやっても

らう必要はある。 

・市の整備の考え方は施設にこだわっているところが

ある。施設はハードウェアなので、ソフトウェアと

両面で検討されるのがよいのではないか。 

・３Rに関して、もう少し踏み込んで住民意識の啓発

向上に寄与する施設という内容を盛り込んではど

うか。 

・可能な限りごみの減量というのは必ずしもリサイク

ルではない。発生を抑制するということだと思うの

で、リデュースという方だと思う。 

・基本方針なので細かいことは書けないと思うが、安

全安心の確保については、（文脈として）何が主語

か整理した方がいい。 

・災害についてはもっと大きな話なので、視点として

ポイントになるものは入れていただきたいが、ここ

で全て補うのは難しいのではないか。 

議論 

（事務局） 

 

 

 

 

 

今後、さまざまな部分、作業環境・安全衛生計画、公

害防止計画、事業方式・施設運営方法等の中で、基本

方針に書かれていることについては今後の検討会議

でご議論いただきたいと考えている。文言の表現の仕

方等についてはいただいたご意見をもとに再検討し、

次回に訂正させていただく。 

まとめ  資料 検４－４ 別紙に整理した。 



資料番号 検４－４ 

 

4-2 

施設整備にあたっての基本方針について 

意見 
（委員） 

 

災害廃棄物を一時的に保管するというのはどういう

ものを集めようとしているのか。 

議論 
（事務局） 

 

今後策定予定の災害廃棄物基本計画の中で定めてい

くことになる。災害時に発生した廃棄物の仮置き場と

いう形にはなるが、具体的に何という部分についての

定めはない。 

まとめ  － 
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2．清掃関連施設整備の検討 

2.1 施設整備にあたっての基本方針 

清掃関連施設は、地域住民等の理解と協力のもと、燃やさないごみ、粗大ごみ、資源物の

適正処理はもとより、環境と安全に配慮した施設とし、可能な限りごみの減量、資源化、最

終処分量の削減等を図り、循環型社会形成に寄与する施設を目指すものとする。 

現状の処理体系や関連計画の考え方を踏まえ、清掃関連施設整備の基本方針を以下のとお

りとする。 

 

（1） 計画的な施設更新 －効率性・経済性に優れた施設－ 

①安定的・効率的な処理が可能な施設整備 

中間処理場は施設全体の老朽化が進んでいること、空缶・古紙等処理場は暫定的な施設

であることから、早期に清掃関連施設の整備が必要であり、近隣自治体との連携の模索も

含め、安定的かつ効率的に運営できる施設とする。 

②経済的な施設整備 

財政負担の軽減の観点から、中長期的なごみ処理に係る経費の縮減が重要な課題である

ことから、合理的・機能的な施設の配置を検討した上で、経済性・維持管理性に優れた施

設とする。 

 

（2） 安全・安心の確保 －環境と安全に配慮した施設－ 

①生活環境の保全 

法令・条例で定める環境や安全に関する基準を遵守することはもとより、市民が安心し

て生活できるよう、環境負荷の低減はもとより、施設周辺の生活環境の保全に配慮した施

設とする。 

②適正な作業環境の確保 

事故の発生を防止するとともに、作業員の安全衛生の観点から、適切な作業環境を確保

した施設とする。 

③災害など非常時の対応 

平常時のみならず、災害など非常時のごみ処理機能を備えた施設とする。 

 

（3） 市民サービスの向上 －市民に開かれた施設－ 

①市民意識の啓発・向上 

発生抑制を基本とした 3R（発生抑制・リユース・リサイクル）に関する情報を提供し

て環境意識を育み、情報受発信の拠点として再生利用・展示などごみ処理の大切さを伝え

る施設とする。 

②周辺地域との調和 

建物の配置・機能・デザイン、緑化・緩衝帯の設置、周辺地域に配慮し、環境と調和の

とれた施設とする。 

別紙 
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5 主要機器設備形式の検討 

5.1 資源物等処理施設（プラスチックごみ、資源物） 

 

 

 

5.1.1 プラスチックごみ処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 プラスチックごみ処理フロー（参考）※実線：既存施設あり、点線：新規導入 

 

（1） 受入・供給設備 

受入・供給設備は、プラスチックごみ、資源物の搬入出を管理する計量機、搬入物を一時貯

留する受入ピットまたはヤード、受入ホッパ、受入コンベヤなどで構成されます。 

① 計量機 

計量機は、車両が載る積載台、重量を計量・

指示する計量装置、これらを結ぶ伝達装置、計

量結果を記録、記憶する印字装置およびデータ

処理装置から構成されます。 

最近はロードセルで電気的に検出するロー

ドセル式（電気式）の伝達装置が一般的で、積

載台にはピット式とピットレス式があります

が、主桁・荷重検出部ともに地中のピット内に

あり、積載面上と地上が同レベルとなるピット

式が広く使用されています。 

図 5.2 ロードセル式計量機（ピット式） 

処理方法、処理フローをもとに主要機器設備の形式を検討します。 

不燃物貯留ヤード 

圧縮梱包機 

成形品貯留ヤード 可燃物貯留ヤード 

比重差選別機 

受入ピット 

計量機 

破袋機 

受入ホッパ･コンベヤ 

手選別装置 

受入・供給設備 

選別設備 

貯留・搬出設備 

再生設備 

点検用マンホール 

和算箱 

積載ブロック 

主桁 

基礎チャンネル 

横桁 

振れ止め 

ロードセル 

振れ止め 
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② 受入ピットまたは受入ヤード 

受入ピットは、中規模以上（約 20t/日以上）の施設に適用され、ピット内から受入ホッパへ

供給するためのクレーンを設置する必要があります。クレーンの運転には資格が必要であり、

構成機器の保守点検や維持管理が必要となります。また、ピット内の臭気や汚水対策も必要と

なります。 

受入ヤードは、小規模（約 20t/日以下）の施設に適用され、構造が簡単でショベルローダ等

でヤードから受入ホッパへ供給することになります。また、ヤードの構造により集積する高さ

の目安は以下の通りです。 

・平面構造の場合 ：概ね 1m 

・囲いを設ける場合 ：概ね 2m 

・コンテナ保管の場合 ：概ね 2～3m 

プラスチックごみは、排出量が比較的多く、現在、中間処理場も受入ピットを設置している

ため、直接投入・ピットアンドクレーン投入方式が適当と考えられます。 

 

表 5.1 受入ピット・ホッパの種類 

方式 構造 概要 

直接投入・ピット 

アンドクレーン投入

方式 

 

 

 

 

 

＜中規模用＞  

搬入車両から受入ピットに投入

し、クレーンで受入ホッパに供

給する方式。 

直接、受入ホッパに投入するこ

とも可能。 

直接投入・ 

受入ヤード方式 

 

 

 

＜小規模用＞ 

 搬入車両から受入ヤードに荷下

ろしてショベルローダ等で受入

ホッパに供給する方式。 

直接、受入ホッパに投入するこ

とも可能。 

ダ

ン

ピ

ン

グ

ボ

ッ

ク

ス

投

入 

プッシャ方式  
搬入物を受入れ、危険物・処理

困難物および有価物の選別作業

をダンピングボックス台上で行

い、適時、受入ホッパに供給す

る方式。 

受入ホッパへの供給は、台を固

定して押し出すプッシャ方式と

台を傾斜する傾胴方式とがあ

り、それぞれ油圧力等により作

動する。 

傾胴方式  

コンテナ投入方式 

 

コンテナで収集された搬入物を

受入ホッパに供給する方式。 

受入ピット 

受入ヤード 
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③ 受入ホッパ 

受入ホッパは、クレーン、ダンピングボックス、ショベルローダ、フォークリフト、収集車

などから投入されるごみ・資源物を受入れ、一時貯留した後、選別設備に供給するための設備

です。 

受入ホッパは、ごみ・資源物の受入状況によっては満杯状態になったり、投入による衝撃や

摩耗、騒音が大きくなったりします。そのため、投入の際のこぼれ、ブリッジ現象（ホッパ下

部での閉塞）が発生しにくく、円滑に排出できる形状とするとともに、材質、強度や補修面に

も十分配慮する必要があります。 

 

④ 受入コンベヤ 

受入コンベヤには、受入ホッパに投入された

ごみ・資源物を連続的かつ定量的に切り出して、

選別設備に供給すること、搬送物の形状、寸法

を考慮し、落下、こぼれが生じさせないことが

求められます。 

投入時の衝撃に耐えるため、一般に鋼製エプ

ロンコンベヤが採用されています。 

図 5.3 受入ホッパ・コンベヤ    

（2） 選別設備 

① 破袋機または破袋・除袋機 

破袋機は、袋収集されたごみ・資源物を効率的に回収するために設置するもので、破袋機の

選定は袋収集された内容物の組成、選別物の種類および選別方法などを考慮して行う必要があ

ります。破袋・除袋機は、破袋機の機能に加えて破袋した袋を選別する場合に設置します。 

破袋機に求められる機能は、袋収集されたものをできる限り損傷させないように機械的に破

袋し、後続の選別操作を効率的に行うことです。破袋・除袋機に求められる機能は、破袋機の

機能に加えて資源物と破袋後の袋を選別することです。 

破袋機、破袋・除袋機を構造により大別すると以下の通りとなりますが、作業性などを考慮

すると、破袋・除袋機（直立刃式）が適当と考えられます。なお、プラスチックごみの家庭用

指定収集袋としては、特小袋（5L）、小袋（10L）、中袋（20L）、大袋（40L）の 4 種類があるた

め、複数台を直列多段に設置するなど、異なる大きさの収集袋に対応できる設備とします。 

 

破袋機 圧縮型 加圧刃式 

 回転型 ドラム式 

  回転刃式 

  せん断式 

破袋・除袋機 直立刃式 

 可倒爪式 

  

制量板 受入ホッパ 

受入コンベヤ 
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表 5.2 破袋機、破袋・除袋機の種類 

方式 構造 概要 

破

袋

機 

加圧刃式 

 

上方の破断刃で内容物を破損

しない程度に加圧して、加圧刃

とコンベヤ上の突起とで破袋

する方式で、加圧方式はエアシ

リンダ式とバネ式がある。 

ドラム式 

 

進行方向に下向きの傾斜を持

つ回転ドラムの内面にブレー

ドやスパイクを設け、回転力と

処理物の自重またはドラム内

の破袋の作用を利用して破袋

する方式。 

回転刃式 

 

左右に相対する回転体の外周

に破袋刃を設け、袋に噛み込ん

だ刃が袋を左右に引っ張り広

げることにより破袋する方式。 

せん断式 

 

適当な間隙を有する周速の異

なる 2個の回転せん断刃を相対

して回転させ、せん断力と両者

の速度差を利用して破袋する

方式。 

破

袋

・

除

袋

機 

直立刃式 

 

高速で回転する直立刃付コン

ベヤと上方より吊るされたバ

ネ付破袋針の間を押し通すこ

とにより破袋し、資源物は機器

前方の排出シュート、袋は集袋

補助ファンの風力とコンベヤ

直立刃により機器後方に搬送

して排出する。 

可倒式 

 

傾斜プレートに複数刻まれた

スリット間に移動する可倒爪

で袋を引っ掛けて上方に移動

させ、堰止板で資源物の進行を

遮ることにより破袋する方式。 

破袋後の袋は可倒爪に引っ掛

けて堰止板のスリットを通過

させ、資源物と分離する。 

 

エアシリンダ 

突起刃 

突起刃 

バネ 

投入口 

ウエイト 

ドラム 

可動刃 

回転刃 

投入口 

回転体 破袋刃 

投入口 

供給ホッパ 

回転刃 

供給 

破袋  脱袋  集袋 

直立刃コンベヤ 

可倒爪 

袋排出口 

傾斜プレート 

資源物排出口 

堰止板（スリット付）

傾斜プレート 

資源物ごみ袋 

投入口 

集袋補助 

袋 

残さ分離 

袋排出口 残さ排出 

残さ 

資源物 

エアシリンダ式 バネ式 
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② 比重差選別機 

比重差選別は、一般的には処理物の比重差と空気流に対する抵抗力との差を組合わせて選別

するものです。風力、複合式などがありますが、軽量物のプラスチック製容器包装と重量物の

製品・硬質プラスチックなどを分離するためには、複合式を採用するのが適当と考えられます。 

 

③ 手選別装置 

有価物回収と異物摘出を目的として手作業で選別する装置で、主に平ベルトコンベヤ方式で

コンベヤ幅は処理量を、高さは作業性を考慮して決定します。ベルト速度は選別対象物、純度、

回収率、選別人数などの作業状況によって異なるため、可変式（～20m/分）とするのが一般的

です。 

表 5.3 手選別装置の仕様概要 

項目 仕様 

ベルト高さ（床～ベルト搬送面） 750～850mm（高く設定し、踏み台で対応する場合もある。） 

ベルト幅 作業者片側配置の場合 ：900mm 以下 

作業者両側配置の場合 ：1,500mm 以下 

ベルト速度 資源物選別 ：4～10m/分以下 

異物除去 ：6～15m/分以下 

 

（3） 再生設備 

① 圧縮梱包機 

選別したプラスチック製容器包装を圧縮梱

包し、運搬を容易にするための設備です。 

梱包は、番線、ポリプロピレン（PP）バン

ド、ポリエチレン（PE）バンドで結束する他、

機械で自動的にフィルム巻き、袋詰めなどの場

合もあります。 

機械式のフィルム巻きや袋詰めなどは臭気、

荷こぼれ防止の効果はありますが、設置面積、

維持管理費の増加となります。 

（公財）日本容器包装リサイクル協会が推奨

している圧縮梱包品（ベール）の寸法とは以下

の通りです。 

図 5.4 プラスチック類圧縮梱包機 

 

表 5.4 圧縮梱包品（ベール）の推奨寸法 

処理対象物 圧縮梱包品寸法 

ペットボトル、プラスチック製容器包装 

①600mm ×400mm ×300mm 

②600mm ×400mm ×300mm 

③1,000mm ×1,000mm ×1,000mm 

 

  

 

 

プラスチック類 

結束用バンド 

 

 

圧縮梱包品 
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表 5.5 比重差選別機の種類 

方式 構造 概要 

風

力

式 

竪型 

 

ジグザグ形の風管内の下部か

ら空気を吹き上げ、軽量物また

は表面積が大きく抵抗力のあ

るものは上部へ、重量物は下部

に落下して選別する方式。 

横型 

 

処理物を水平方向に吹き込ん

でいる空気流の中に供給して、

処理物の形状や比重差に影響

される水平飛距離の差を利用

して選別する方式。 

一般的には竪型に比べて選別

精度は劣るといわれている。 

複合式 

 

 

処理物の比重差と粒度、振動、

風力を複合した作用により選

別を行う方式。 

粒径の細かい物は選別網に開

けられた孔から落下して選別

機下部より細粒分として分離

され、比重の大きな物は傾斜し

た選別網を振動により上り重

量物として選別され、その他は

軽量物として排出される。 

 

 

 

軽量物ホッパへ 

資源物 

軽量物 

重量物 

重量物 

ホッパ 

空気 

 

資源物 

空気 水平気流 

排気ダクト 

重量物 軽量物 中量物 

仕切板 

ホッパ ホッパ 
ホッパ 

スクリューフィーダ 

空気 
投入 

選別網 

空気 

軽量物 重量物 細粒物 

振動 
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（4） 貯留・搬出設備 

貯留方法としては、貯留ヤード方式、貯留ホッパ方式、コンパクタ方式、コンテナ方式、ピ

ット方式およびサイロ方式などがありますが、貯留物は梱包品であるため、貯留ヤード方式が

一般的です。貯留ヤードは一般にはコンクリート構造で、壁で仕切られた空間に貯留する方式

です。建物そのものを貯留空間として使用できるため、同じ面積でも貯留ホッパ方式などより

大きな容量を貯留することができます。 

 

表 5.6 貯留・搬出設備の種類 

方式 構造 概要 

貯留ヤード方式 

 

 コンクリートや鋼板の壁・囲いで仕切られた空間

に貯留する方式。 

機械設備が不要であるが、搬出車両に直接積込む

ことができないので、荷積み用のショベルローダ

やフォークリフトが必要となる。 

 

貯留ホッパ方式  鋼板製溶接構造の貯留容器の上部から投入し、 

ホッパ下部に車両を進入させ、排出口を開き荷台

に搬出する方式。 

ホッパ内でブリッジ（詰まり）が発生しないよう

に留意するとともに、発じん、火災防止の対策が

重要となる。 

 

コンパクタ方式 

 

ホッパ内の貯留物を適量ずつ圧縮減容した後、 

搬出車両の荷台へ押出し搬送する方式。 

コンテナ方式 

 

貯留物を直接コンテナに積込み、コンテナ専用車

で搬出する方式。 

ピット方式  

 

 

 

 

 

コンクリート製ピットで貯留して、クレーンで 

搬出車両に積込む方式。 

サイロ方式 

 

コンクリート製や鋼板製の円筒形容器に貯留し、

定量的に引き出す装置で搬出する方式。 

  

ピット 

ヤード 

ホッパ 

ホッパ 

ゲート 

搬出車両 
プッシュプレート 

圧縮室 

コンテナ 

サイロ 

スクリューフィーダ 
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5.1.2 ペットボトル処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5 ペットボトル処理フロー（参考）※実線：既存施設あり、点線：新規導入 

 

（1） 受入・供給設備 

ペットボトルは、基本的には受入ヤードに荷下ろしし、ショベルローダ、フォークリフト等

で受入ホッパへ投入します。 

 

（2） 選別設備、再生設備、貯留・搬出設備 

処理施設の主要機械設備のうち、受入・供給設備を受入ヤードとする以外は、プラスチック

ごみと同様です。なお、既存のペットボトル処理施設では、圧縮して PP バンドで結束梱包した

ベールに手作業で透明フィルムを巻いて貯留・搬出しています。 

  

不燃物貯留ヤード 

圧縮梱包機 

成形品貯留ヤード 可燃物貯留ヤード 

手選別装置 

受入ヤード 

計量機 

受入ホッパ･コンベヤ 

破袋機 

受入・供給設備 

選別設備 

貯留・搬出設備 

再生設備 
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5.1.3 びん処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6 びん処理フロー（参考）※点線：新規導入（現在、びんは市内民間委託） 

 

（1） 受入・供給設備 

びんは、基本的には受入ヤードにコンテナごと荷下ろしし、リターナブルびんを手選別した

後、ショベルローダ、フォークリフト等で受入ホッパへ投入します。 

 

（2） 選別設備、貯留・搬出設備 

びん処理施設の主要機械設備は、選別設備が手選別装置のみで、再生設備を設置しない以外

は、ペットボトル処理施設と同様です。 

 

  

茶色貯留ヤード 

手選別装置 

受入ヤード 

プラットホーム 

受入ホッパ･コンベヤ 

青緑色貯留ヤード その他貯留ヤード 無色･透明貯留ヤード  黒色貯留ヤード  

受入・  

供給設備 

貯留・  

搬出設備 

選別設備 

リターナブルびん貯留ヤード 
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5.1.4 空き缶処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.7 空き缶処理フロー（参考）※実線：既存施設あり、点線：新規導入 

 

（1） 受入・供給設備 

受入・供給設備は、ペットボトル処理施設と同様です。 

 

（2） 選別設備 

破袋機、破袋・破除機と手選別装置はペットボトル処理施設と同様です。 

① 磁気型選別機 

磁気型は永久磁石または電磁石の磁力によって、主として鉄分等を吸着させて選別する方式

です。この選別方式には吊り下げ式、ドラム式、プーリ式などの方式がありますが、選別率を

向上させるため、コンベヤ上の処理物の層厚を薄くして磁性物を吸着しやすくする配慮が必要

です。比較的小規模の施設で高い回収率、純度が期待できる吊り下げ式が適当と考えられます。 

 

② 渦電流型選別機 

処理物中の非鉄金属（主としてアルミニウム）を分離する方式です。その原理は、電磁的な

誘導作用によってアルミニウム内に渦電流を生じさせ、磁束と相互作用で偏向する力をアルミ

ニウムに与えることによって、電磁的に感応しない他の物質から分離させるものです。渦電流

の発生方法には、永久磁石回転式、リニアモータ式、アーチモータ回転ドラム式がありますが、

選別精度や維持管理面が優れた永久磁石回転式が一般的であり、適当と考えられます。 

破袋機 

磁気型選別機 

検査 

不燃物貯留ヤード 

渦電流型選別機 

金属圧縮機 

スチール缶・アルミ缶成形品貯留ヤード 

アルミ缶ホッパ スチール缶ホッパ 

可燃物貯留ヤード 

スプレー缶処理機 手選別装置 

受入ホッパ･コンベヤ 

受入ヤード 

計量機 

受入・  

供給設備 

選別設備 

貯留・  

搬出設備 

再生設備 
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表 5.7 磁気型選別機の種類 

方式 構造 概要 

ベルト吊り下げ式  ベルトコンベヤ上面に磁石を吊り下げ、

吸着選別する方式。 

磁着用として電磁石、搬送用として永久

磁石の併用式が採用されている場合が多

い。これは搬送用として電磁石を使用す

ると、排出部において強力な磁石で舞い

戻る現象がみられるためである。 

ドラム式  回転するドラムに磁石を組込み、処理物

を通過・落下させて吸着選別する方式。 

処理物をドラム上に落下させる方式では

回収率は高くなるが純度はやや低下し、

上方や横方向に吸着させる方式は回収率

がやや低くなるが純度は高い。 

プーリ式  ベルトコンベヤのヘッドプーリに磁石を

組込み、吸着選別する方式。 

非磁性物の巻き込みが大きくなると磁性

物の純度が低下する。 

 

表 5.8 渦電流型選別機の種類 

方式 構造 概要 

永久磁石回転式  N 極、S 極の両極を交互に並べて形成した

永久磁石を内蔵したドラムを高速で回転

させることにより、ドラム表面に強力な

移動磁界をさせて選別する方式。 

この磁界中をアルミ類が通過すると渦電

流が発生して前方に推力を受けて加速し

て飛ぶが、鉄類や可燃分は手前に落ちて

選別される。 

リニヤモータ式  振動フィーダの底部に設置したリニアモ

ータで移動磁界を発生させ、資源物の流

れ方向に可燃分を、直角方向にアルミ類

を分離にする方式。 

振動式にすることにより、ほぐし効果が

組み合わされ、選別精度を向上させるこ

とができる。 

アーチモータ式  回転ドラムのそこに設置したアーチ形リ

ニアモータで移動磁界を発生させ、資源

物の中からドラムの回転方向の反対側に

アルミ類を分離する方式。 

スクレーパ 

磁極回転 

電動モータ 

ベルト 

磁性物 

振動コンベヤ 磁 
極 

非磁性物 磁性物 

マグネットプーリ 

ベルトコンベヤ 

磁性物 非磁性物 

鉄類 可燃物 アルミ類 

 

 

アルミ類には右側に
力が働く 

 

平面状リニアモータ 

可燃物 

アルミ類 

振動･移動 

振動  

ドラム回転 

 

 

アルミ類 可燃物 

磁界方向 

アーチ形 
リニアモータ 
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（3） 再生設備 

① 金属圧縮機 

スチール缶、アルミ缶を圧縮成形し減容化する設備で、圧縮方式には一方締め、二方締め、

三方締めがあります。小規模な缶類の処理施設では、一方締め方式が採用されることが多く、

適当と考えられます。 

 

表 5.9 金属圧縮機の種類 

方式 構造 成型品寸法 

一方締め式 

 

幅 0.4～0.8m 

高 0.3～0.7m 

厚 0.1～0.3m 

二方締め式 

 

幅 0.5～0.9m 

高 0.3～0.7m 

厚 0.1～0.3m 

三方締め式 

 

幅 0.6～0.7m 

高 0.5～0.6m 

厚 0.3～0.6m 

 

 



資料番号 検４－６ 

 

6-1 

－

1－
 

6 公害防止計画の検討 

 

 

 

ごみ・資源物の処理に伴い、大気、騒音、振動、悪臭、水質など周辺環境への負荷が想定さ

れます。これらの発生をできる限り低減し、周辺環境を保全していくために環境保全目標を設

定します。 

環境保全目標の設定に当たっては、法令等による規制基準の遵守を第一とし、法令等による

規制のないものについては、自主的な保全目標を定め、これを遵守していくこととします。 

 

6.1 大気（粉じん） 

破砕機、ふるい等は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下「環境確保条

例」という。）の粉じん発生施設に該当するため、構造基準等を遵守するとともに、労働安全衛

生法に基づく作業環境面から保管施設、積み下ろし作業における粉じん対策を講じる必要があ

ります。 

資源物等処理施設は、大気汚染防止法、環境確保条例上の粉じん発生施設ではありませんが、

大気汚染防止法に加え、労働安全衛生法にもとづく作業環境面から粉じん対策を行います。「ご

み処理施設整備の計画・設計要領」（社団法人全国都市清掃会議）では、粉じん対策として“集

じん器を設置した場合の排気中の粉じん濃度は、一般的に 0.1g/m3
N が望ましい。”とされてい

ます。 

高性能な集じん設備（遠心力集じん器（サイクロン）＋ろ過式集じん器（バグフィルタ））の

設置、散水などを行い、排気中の粉じん濃度についての計画値は以下のとおり設定します。排

気口における粉じん濃度は、大気汚染防止法及び環境確保条例のごみ焼却施設の煙突出口にお

けるばいじん濃度に準じるものとし、作業環境基準値は日本産業衛生学会の第 1 種粉じん許容

濃度勧告値に準じるものとされています。 

 

表 6.1 粉じんの自主管理基準 

排気口出口粉じん濃度 0.04 g/m3
N以下 

作業環境基準 2 mg/m3
N未満 

 

表 6.2 粉じんの許容濃度（mg/m3
N） 

 粉じんの種類 吸入性粉塵 総粉塵 

第 1 種粉塵 
タルク，ろう石，アルミニウム，アルミナ，珪藻土，硫化鉱， 

硫化焼鉱，ベントナイト，カオリナイト，活性炭，黒鉛 
0.5 2 

第 2 種粉塵 

遊離珪酸 3％未満の鉱物性粉塵、酸化鉄、カーボンブラック、 

石炭、酸化亜鉛、二酸化チタン、ポートランドセメント、石炭石、 

大理石、線香材料粉塵、穀粉、綿塵、木粉革粉、コルク粉、 

ベークライト 

1 4 

第 3 種粉塵 石灰石、その他の無機及び有機粉塵 2 8 

出典）日本産業衛生学会（平成 28 年 5 月 25 日）：許容濃度等の勧告（2016 年度） 

 

公害防止及び周辺環境を保全していくために環境保全目標を設定します。 
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6.2 騒音・振動 

騒音・振動の環境保全については、騒音規制法、振動規制法、環境確保条例の規制基準を遵

守するとともに、法令に基づく規制基準と同等以上の自主管理基準を設定します。 

（1） 騒音 

法令に基づく規制基準を遵守することに加え、より一層周辺環境に配慮するため、法令に基

づく規制基準と同等以上の自主管理基準を設定します。 

 

表 6.3 騒音に関する自主管理基準 

時間区分 

   朝       昼間     夕     夜間     

  6 時     8 時              19 時       23 時         6 時 

 45dB 50dB 45dB 45dB  

 

なお、施設の計画・設計にあたっては、次のとおり対策が考えられます。 

・低騒音タイプの機器・機械を設置・使用する。 

・吸音材を使用して室内音圧レベルの低下を図る。 

・必要な透過損失が得られるよう遮音性のある壁材を使用する。 

 

表 6.4 特定工場等に係る騒音の敷地境界上の規制基準 

区域の区分 時間区分 

 
当てはめ地域 

   朝      昼間     夕    夜間     

  6 時     8 時              19 時       23 時         6 時 

第 1 種 

区 域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

前号に接する地先及び水面 

 40dB 45dB 40dB 40dB  

第 2 種 

区 域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

第 1 特別地域 

無指定地域 

 45dB 50dB 

 
 
 

45dB 45dB  

20 時 

第 3 種 

区 域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

第 2 特別地域 

前号に接する地先及び水面 

 55dB 60dB 55dB 50dB  

第 4 種 

区 域 

工業地域 

前号に接する地先及び水面 
 60dB 70dB 60dB 55dB  

1．第 2 種区域、第 3 種区域及び第 4 種区域内の学校（含む幼稚園）、保育所、病院、診療所（有床）、図書館及

び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m の区域内（第 1 特別地域及び第 2 特別地域を除く。）にお

ける当該基準は、上欄の定める値から 5dB を減じた値とする。 

2．｢特別地域｣とは､2 段階以上異なる区域が接している場合､基準の厳しい区域の周囲 30m 以内の範囲をいう。 

注）   は、本計画地域に該当する部分を表す。 

・現中間処理場の敷地：第 2 種区域（第一種住居地域） 

・二枚橋焼却場跡地の敷地：第 3 種区域（準工業地域）及び一部が第２種区域（第１特別区域） 

資料：「騒音規制法」（昭和 43 年 6 月、法律第 98 号） 
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（2） 振動 

法令に基づく規制基準を遵守することに加え、より一層周辺環境に配慮するため、法令に基

づく規制基準と同等以上の自主管理基準を設定します。 

 

表 6.5 振動に関する自主管理基準 

時間区分 

       昼間            夜間       

   8時              19時           8時 

 60dB 55dB  

 

なお、規制基準を遵守すべく、次のとおり十分な対策を講じます。 

・地耐力に基づいた十分な機械基礎を設計する。 

・破砕機と機械基礎の間に防振装置を設ける。 

・建物基礎と破砕機基礎とはそれぞれ独立させる。 
 

表 6.6 特定工場等に係る振動の敷地境界上の規制基準 

区域の区分 時間区分 

 
当てはめ地域 

       昼間         夜間       

  8 時         19 時           8 時 

第 1 種 

区 域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

用途地域の定めのない地域 

  
 
 
 

60dB 

 
 
 
 

55dB  

  20 時 

第 2 種 

区 域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

前号に接する地先及び水面 

 

65dB 60dB  

1．学校、保育所、病院、診療所（有床）、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m の区域 

内における規制基準は、上欄の定める当該値から 5dB を減じた値とする。 

注）   は、本計画地域に該当する部分を表す。 

・現中間処理場の敷地：第 1 種区域（第一種住居地域） 

・二枚橋焼却場跡地の敷地：第 2 種区域（準工業地域） 

資料：「振動規制法」（昭和 51 年 6 月、法律第 64 号） 

 

6.3 水質 

施設運転管理において排出することが考えられる排水の種別は、次に示すものなどが考えら

れます。これらの生活系排水およびプラント系排水は、排水処理設備に送水して適切に処理し

た後に公共下水道に排水します。排水基準値は、下水道法、東京都下水道条例に定める基準値

以下とします。 

・破砕機、コンベヤ等粉じん対策排水 

・防爆対策用における蒸気噴霧の凝結水 

・プラットホーム、床等の洗浄水 

・火災事故時の消火用水 
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6.4 悪臭 

悪臭の環境保全については、脱臭装置の設置、消臭剤の噴霧など適切な脱臭・消臭対策を講

じて対応し、悪臭防止法及び環境確保条例の規制基準を十分遵守できるものとし、悪臭防止法、

環境確保条例の規制基準を遵守します。 

 

表 6.7 悪臭の規制基準 

区域の 

区分 
敷地境界 

煙突等気体排出口 

排出水 

排出口の実高さが 

15m未満 

排出口の実高さが 

15m以上 

排出口の 

口径が 

0.6m未満 

排出口の 

口径が 

0.6m以上 

0.9m未満 

排出口の 

口径が 

0.9m以上 

排出口の 

実高さが 

周辺最大 

建物高さの 

2.5倍未満 

排出口の 

実高さが 

周辺最大 

建物高さの 

2.5倍以上 

第1種 

区域 

臭気指数 

10 

臭気指数 

31 

臭気指数 

25 

臭気指数 

22 
qt=275×HO

2 qt=357/Fmax 
臭気指数 

26 

第2種 

区域 

臭気指数 

12 

臭気指数 

33 

臭気指数 

27 

臭気指数 

24 
qt=436×HO

2 qt=566/Fmax 
臭気指数 

28 

第3種 

区域 

臭気指数 

13 

臭気指数 

35 

臭気指数 

30 

臭気指数 

27 
qt=549×HO

2 qt=712/Fmax 
臭気指数 

29 

注 1）第一種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 

無指定地域（第二種区域及び第三種区域に該当する区域を除く） 

第二種区域：近接商業地域、商業地域、準工業地域、これらの地域に接する地先及び水面 

第三種区域：工業地域、工業専門地域、これらの地域に接する地先及び水面 

注 2）臭気指数とは、臭気濃度（臭気のある空気をにおいの感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数を

いい、三点比較式臭袋法により求める。）の常用対数値に 10 を乗じた数値（臭気指数＝10×log 臭気濃度）。 

注 3）qt ：排出ガスの臭気排出強度（m3
N/min） 

HO  ：排気口の実高さ（m） 

Fmax ：単位臭気排出強度に対する地上臭気濃度の敷地外における最大値（s/m3
N） 

（悪臭防止法施行規則第６条の２に定める式により算出する。） 

注 4）周辺最大建物は、対象となる事業場の敷地内で排出口から当該建物の高さの 10 倍の距離以内に存在するも

ののうち、高さが最大のものをいう。 

注 5）排出口の口径は排出口の開口部の口径を表す。排出口の形状が円形以外の場合の口径は、その断面積と等し

い円形の直径とする。 

注 6）   は、本計画地域に該当する部分を表す。 

・現中間処理場の敷地：第 1 種区域（第一種住居地域） 

・二枚橋焼却場跡地の敷地：第 2 種区域（準工業地域） 

資料：「悪臭防止法」（昭和 46 年 6 月、法律第 91 号） 
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図 6.1 騒音の目安（都心・近郊用）（出典：全国環境研協議会 騒音小委員会 資料） 

 

表 6.8 振動の目安 

振動レベル（dB） 振動の程度 

90 家屋が激しく揺れ、すわりの悪いものが倒れる 

80 家屋が揺れ、戸、障子がガタガタと音をたてる 

70 大勢の人に感じる程度で、戸、障子がわずかに動く 

60 静止している人の中にわずかに感じる人がいる 

50 人体に感じない程度 

参考：東京都環境局 資料 

 

表 6.9 臭気指数の目安 

臭気指数 におい・かおり 

0 郊外のきれいな空気 

5 工業地域の空気 

10 ウメの花 

15 道路沿道の空気、デパートの化粧品売り場 

20 花火をしている時、トイレの芳香剤、ジンチョウゲ 

25 線香、しょうゆ 

30 ガソリンを給油するとき、たばこ 

35 コーヒー 

45 にんにくをいためる時のにおい 

参考：東京都環境科学研究所 資料 

 
 


